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入 札 公 告

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。

本 案 件 は 、 競 争 参 加 資 格 確 認 の た め の 証 明 書 等

（ 以 下 ､ ｢ 証 明 書 等 」 と い う ｡ ) 及 び 総 合 評 価 の た め の

環 境 性 能 に 関 す る 証 明 書 （ 以 下 、 「 性 能 等 証 明 書 」

と い う 。 ） の 提 出 、 入 札 を 電 子 調 達 シ ス テ ム （ Ｇ Ｅ

Ｐ Ｓ ） で 行 う 対 象 案 件 で す 。

平 成 3 0 年 ８ 月 2 0 日

分 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官

関 東 地 方 整 備 局

甲 府 河 川 国 道 事 務 所 長 安 谷 覚

１ 調 達 内 容

( 1 ) 調 達 件 名 及 び 数 量

Ｈ 3 0 甲 府 小 型 ト ラ ッ ク （ ４ × ４ Ｇ 、 ５ 人 乗 ）

１ 台 交 換 購 入 一 式 （ 電 子 調 達 シ ス テ ム 対 象

案 件 ）

( 2 ) 調 達 件 名 の 特 質 等 入 札 説 明 書 に よ る

( 3 ) 納 入 期 限

平 成 3 0 年 1 2 月 2 0 日 ま で
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( 4 ) 納 入 場 所

山 梨 県 甲 府 市 緑 が 丘 １ － １ ０ － １

関 東 地 方 整 備 局 甲 府 河 川 国 道 事 務 所

( 5 ) 入 札 方 法 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 総 合 評 価

落 札 方 式 を も っ て 行 う の で 、 性 能 等 証 明 書 を 提

出 す る こ と 。 な お 、 国 が 引 き 渡 す 物 品 と 国 が 購

入 す る 物 品 の 差 額 、 課 税 対 象 と な る 輸 送 費 等 諸

経 費 及 び 自 動 車 リ サ イ ク ル 料 金 （ 資 金 管 理 料

金 ） 、 自 動 車 重 量 税 、 自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険

料 、 自 動 車 リ サ イ ク ル 料 金 （ 非 課 税 分 ） の 総 価

を 落 札 金 額 と す る の で 、 入 札 者 は 消 費 税 及 び 地

方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者

で あ る か を 問 わ ず 、 国 が 引 き 渡 す 物 品 と 国 が 購

入 す る 物 品 の 差 額 、 輸 送 費 等 諸 経 費 及 び 自 動 車

リ サ イ ク ル 料 金 （ 資 金 管 理 料 金 ） を 加 算 し た 金

額 と 当 該 金 額 の 1 0 0 分 の ８ に 相 当 す る 額 （ 当 該

金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数

金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 と す る 。 ） 、 自 動 車 重 量

税 、 自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 料 、 自 動 車 リ サ イ

ク ル 料 金 （ 非 課 税 分 ） を 加 算 し た 総 価 を 入 札 書
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に 記 載 す る こ と 。 引 き 渡 す 物 品 が 既 に リ サ イ ク

ル 料 金 納 付 済 み の 場 合 、 譲 渡 す る 日 を も っ て 、

国 は 当 該 自 動 車 の 最 終 所 有 者 で は な く な る た め 、

預 託 済 み の リ サ イ ク ル 料 金 等 相 当 額 を 別 途 発 行

す る 納 入 告 知 書 に よ り 、 所 定 の 期 限 ま で に 納 付

す る こ と 。 な お 、 納 付 す る 預 託 済 み の リ サ イ ク

ル 料 金 等 相 当 額 は 入 札 書 の 総 価 に 含 ま な い 。

原 則 と し て 、 当 該 入 札 の 執 行 に お い て 入 札 執

行 回 数 は ２ 回 を 限 度 と す る 。 な お 、 当 該 入 札 回

数 ま で に 落 札 者 が 決 定 し な い 場 合 は 、 原 則 と し

て 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 9 9 条 の ２ の 規 定 に 基 づ

く 随 意 契 約 に は 、 移 行 し な い 。

( 6 ) 電 子 調 達 シ ス テ ム （ Ｇ Ｅ Ｐ Ｓ ） の 利 用

1 ) 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 入 札 参 加 を 希 望 す

る 場 合 は 、 電 子 認 証 （ Ｉ Ｃ カ ー ド ） を 取 得 し

て い る こ と 。

2 ) 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り が た い 場 合 は 、 証

明 書 等 及 び 性 能 等 証 明 書 と と も に 紙 入 札 方 式

参 加 願 を 提 出 す る こ と 。

２ 競 争 参 加 資 格
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( 1 ) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 7 0 条 及 び 第 7 1 条 の 規 定

に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

( 2 ) 平 成 2 8 ・ 2 9 ・ 3 0 年 度 国 土 交 通 省 競 争 参 加 資 格

（ 全 省 庁 統 一 資 格 ） 「 物 品 の 販 売 」 の Ｂ 又 は Ｃ

等 級 に 格 付 け さ れ た 関 東 ・ 甲 信 越 地 域 の 競 争 参

加 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。 な お 、 「競争参加

者の資格に関する公示」（平成 30年 3月 30日付官報）に記載さ

れている時期及び場所で競争参加資格の申請を受け付ける。

( 3 ) 会 社 更 生 法 に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 の 申 し 立 て

が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ き 再 生

手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い る 者 （ 競 争 参 加

資 格 に 関 す る 公 示 に 基 づ き ( 2 ) の 競 争 参 加 資 格

を 継 続 す る 為 に 必 要 な 手 続 き を お こ な っ た 者 は

除 く ｡ ) で な い こ と 。

( 4 ) 証 明 書 等 の 提 出 期 限 の 日 か ら 開 札 の 時 ま で の

期 間 に 、 関 東 地 方 整 備 局 長 か ら 指 名 停 止 を 受 け

て い な い こ と 。

( 5 ) 警 察 当 局 か ら 、 暴 力 団 員 が 実 質 的 に 経 営 を 支

配 す る 者 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 、 国 土 交

通 省 公 共 事 業 等 か ら の 排 除 要 請 が あ り 、 当 該 状
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態 が 継 続 し て い る 者 で な い こ と 。

( 6 ) 分 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官 か ら 入 札 説 明 書 の 交

付 を 受 け た 者 で あ る こ と 、 又 は 電 子 調 達 シ ス テ

ム よ り ダ ウ ン ロ ー ド し た 者 で あ る こ と ｡

( 7 ) 平 成 2 5 年 ４ 月 １ 日 以 降 自 動 車 の 納 入 実 績 が １

台 以 上 あ る こ と 。 （ 公 的 機 関 、 民 間 を 問 わ な

い 。 ）

こ こ で い う 自 動 車 と は 、 道 路 運 送 車 両 法 第 １

章 第 ２ 条 第 ２ 項 で 定 義 さ れ て い る 自 動 車 を 指 す 。

( 8 ) 当 該 機 械 （ 納 入 物 品 ） の メ ン テ ナ ン ス に つ い

て 次 の 体 制 を 有 す る 者 で あ る こ と 。

① 自 動 車 分 解 整 備 事 業 の 認 証 工 場 又 は 指 定

工 場 を 有 し て い る こ と 。

② 山 梨 県 内 に １ 箇 所 以 上 の 直 営 整 備 工 場 又

は 協 力 整 備 工 場 が 確 保 さ れ て い る こ と 。

( 9 ) 納 入 し よ う と す る 自 動 車 が 仕 様 書 に 定 め る 要

求 要 件 を 全 て 満 た し て い る こ と 。

３ 証 明 書 等 及 び 性 能 等 証 明 書 、 入 札 書 の 提 出 場

所 等

( 1 ) 電 子 調 達 シ ス テ ム の Ｕ Ｒ Ｌ 、 証 明 書 等 及 び 性
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能 等 証 明 書 、 入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示

す 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先

政 府 電 子 調 達 シ ス テ ム h t t p s : / / w w w . g e p s . g o .

j p /

〒 4 0 0 － 8 5 7 8

山 梨 県 甲 府 市 緑 が 丘 １ 丁 目 1 0 － １

関 東 地 方 整 備 局 甲 府 河 川 国 道 事 務 所

経 理 課 契 約 係

電 話 0 5 5 － 2 5 2 － 5 4 9 4 内 線 2 2 8

F A X 0 5 5 － 2 5 2 － 5 4 6 0

( 2 ) 紙 入 札 方 式 に よ る 証 明 書 等 及 び 性 能 等 証 明 書 、

入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 問

い 合 わ せ 先

上 記 ( 1 ) の 問 い 合 わ せ 先 に 同 じ

( 3 ) 入 札 説 明 書 の 交 付 期 間 、 交 付 場 所 及 び 交 付 方

法

1 ) 入 札 説 明 書 を 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り 交 付

す る 。 交 付 期 間 は 平 成 3 0 年 ８ 月 2 0 日 か ら 平 成

3 0 年 ９ 月 2 7 日 ま で と す る 。

2 ) や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 上 記 交 付 方 法 に
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よ る 入 手 が で き な い 入 札 参 加 希 望 者 に 対 し て

は 、 記 録 媒 体 （ Ｃ Ｄ － Ｒ 等 、 Ｕ Ｓ Ｂ は 不 可 ）

を 上 記 ( 1 ) に 持 参 又 は 郵 送 す る こ と に よ り 電

子 デ ー タ を 交 付 す る 。 持 参 に よ る 場 合 は 、 上

記 ( 1 ) に 記 録 媒 体 を 持 参 す る こ と 。 郵 送 に よ

る 場 合 は 、 上 記 ( 1 ) に 記 録 媒 体 、 返 信 用 の 封

筒 （ 切 手 を 貼 付 ） 、 入 札 参 加 希 望 者 の 連 絡 先

が わ か る も の を 同 封 す る こ と 。 受 付 期 間 は 平

成 3 0 年 ８ 月 2 0 日 か ら 平 成 3 0 年 ９ 月 2 6 日 ま で の

土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 休 日 等 （ 行 政 機 関 の 休 日

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 6 3 年 法 律 第 9 1 号 ） 第 １ 条

第 １ 項 に 規 定 す る 行 政 機 関 の 休 日 （ 以 下 「 休

日 」 と い う ｡ ) ) を 除 く 毎 日 、 ８ 時 3 0 分 か ら 1 7

時 1 5 分 ま で ( 最 終 日 は 1 6 時 ま で ) と す る 。

( 4 ) 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 証 明 書 等 及 び 性 能 等

証 明 書 の 提 出 期 限 、 紙 入 札 に よ る 証 明 書 等 及 び

性 能 等 証 明 書 の 提 出 期 限

平 成 3 0 年 ９ 月 ４ 日 1 3 時 0 0 分

( 5 ） 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 入 札 書 の 提 出 期 限 、

紙 入 札 に よ る 入 札 書 の 提 出 期 限
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平 成 3 0 年 ９ 月 2 6 日 1 6 時 0 0 分

( 6 ) 開 札 の 日 時 及 び 場 所

平 成 3 0 年 ９ 月 2 7 日 1 0 時 0 0 分

国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局

甲 府 河 川 国 道 事 務 所 入 札 室

４ そ の 他

( 1 ) 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

( 2 ) 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 免 除 。

( 3 ) 入 札 者 に 要 求 さ れ る 事 項

1 ) 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り 参 加 を 希 望 す る 者

は 、 証 明 書 等 及 び 性 能 等 証 明 書 を ３ ( 4 ) の 提

出 期 限 ま で に 、 ３ ( 1 ) に 示 す Ｕ Ｒ Ｌ に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。

2 ) 紙 入 札 方 式 に よ り 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 必

要 な 証 明 書 等 及 び 性 能 等 証 明 書 を ３ ( 4 ) の 提

出 期 限 ま で に 、 ３ ( 2 ) に 示 す 場 所 に 持 参 又 は

書 留 郵 便 等 （ 書 留 郵 便 及 び 「 民 間 事 業 者 に よ

る 信 書 の 送 達 に 関 す る 法 律 」 （ 平 成 1 4 年 法 律
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第 9 9 号 ） 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 一 般 信 書 便

事 業 者 若 し く は 同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 特 定 信

書 便 事 業 者 の 提 供 す る 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る

信 書 便 の う ち 、 引 き 受 け 及 び 配 達 記 録 を し た

信 書 便 を い う ｡ ) に よ り 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。

( 4 ) 落 札 対 象 当 該 購 入 の 仕 様 に 関 す る 資 料 は 、

契 約 担 当 官 等 に お い て 技 術 審 査 を 行 い 、 基 本 的

仕 様 及 び 特 質 等 が 満 た さ れ 、 使 用 目 的 に 耐 え 得

る と 判 断 し た 当 該 購 入 の 仕 様 に 関 す る 資 料 に 係

る 入 札 書 の み を 落 札 対 象 と す る 。

( 5 ) 入 札 の 無 効

本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 を 有 し な い 者 の

し た 入 札 、 証 明 書 等 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者 の し

た 入 札 、 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 は 無

効 と す る ｡ ( 入 札 説 明 書 、 関 東 地 方 整 備 局 競 争 契

約 入 札 心 得 、 一 般 競 争 入 札 （ 電 子 調 達 シ ス テ

ム ） に 際 し て の 注 意 事 項 参 照 ）

( 6 ) 契 約 書 の 作 成 の 要 否

要 。
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( 7 ) 落 札 者 の 決 定 方 法

総 合 評 価 落 札 方 式 と す る 。 予 算 決 算 及 び 会 計

令 第 7 9 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格

の 制 限 の 範 囲 内 で 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 価 格

と 価 格 以 外 の 要 素 を 総 合 的 に 評 価 し て 得 ら れ る

数 値 の 最 も 高 い も の を 落 札 者 と す る 。

( 8 ) 手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無

無 。

( 9 ) 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。


